
在留資格「介護」の創設

背景

★質の高い介護に対する要請

高齢化の進行等に伴い，質の高い介護に対する要請が高
まっている。
★介護分野における留学生の活躍支援
現在，介護福祉士養成施設（＝大学，専門学校等）の留学生が介
護福祉士の資格を取得しても，我が国で介護業務に就けない。

在留資格「介護」の創設

在留資格「介護」による受入れ
（参考）インドネシア，フィリピン，ベトナムとの

ＥＰＡ（経済連携協定）による受入れ「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）

担い手を生み出す ～ 女性の活躍促進と働き方改革
外国人が日本で活躍できる社会へ

（持続的成長の観点から緊急に対応が必要な分野における新
たな就労制度の検討）

○ 我が国で学ぶ外国人留学生が，日本の高等教育機関を卒
業し，介護福祉士等の特定の国家資格等を取得した場合，引
き続き国内で活躍できるよう，在留資格の拡充を含め，就労を
認めること等について年内を目途に制度設計等を行う。

入管法別表第１の２に以下を追加

介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格
を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する
活動

○要介護者 564万人（H25年度）
○介護従事者 171万人（H25年度）
○今後の需要 H37年度に約250万人必要

（参考）

介護福祉士登録者数
129.3万人（H26年度）

介護福祉士養成施設数
378校（H26年4月）

【留
学
】

介護福祉士資格取得（登録）

介護福祉士として業務従事

【
介
護
】

外国人留学生として入国

介護福祉士養成施設
（２年以上） 【特

定
活
動
（Ｅ
Ｐ
Ａ
）】

※【 】内は在留資格

（注）平成29年度より，養成施設卒業者も国家試験合格が必要となる。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後５
年間の経過措置が設けられている。

介護福祉士養成施設
（２年以上）

介護福祉士候補者として入国

〈就労コース〉

４年目に介護福祉士
国家試験を受験

介護施設・病院で就
労・研修

〈就学コース〉

（注） （注）

（フィリピン，ベトナム）


